
背景・必要性

法案の概要

〇 地域公共交通は、地方の「暮らし」と「安全」を守る基盤であるが、

急速な人口減少・少子高齢化により、運転者等の担い手が不足し、

減便・廃止が相次ぐなど供給が減少する一方で、免許返納、学校

や病院等の統廃合等により社会的需要が拡大。

○ 日常生活における移動の不便にとどまらず、外出・通院機会の

減少による健康面への悪影響や、現役世代による子どもや高齢

者の送迎負担の増大等により、地域の活力の低下、さらなる人

口減少という負の連鎖を招く可能性。

〇 地域公共交通の司令塔役である地方公共団体も、特に中小規

模の市町村では、人材・ノウハウが不足。

○ このため、輸送資源のフル活用、共同化・協業化等により、集中

対策期間（令和7～9年度）での「交通空白」の解消・将来的な発

生抑制、ひいては持続可能な地域公共交通の実現を図る必要。

１．地域旅客運送サービスの持続可能性確保

〇 バス、タクシー、公共ライドシェアに係る「交通空白」等について地域の輸送資源

をフル活用して解消するため、運転者や車両等に関して運送主体とは別の交通事

業者や施設送迎提供者から協力が得られるよう地方公共団体があっせん等する

ことで、複数の者が協力して最適な形態で運送を提供する事業を創設。

【自動車地域旅客運送サービス再構築事業】

〇 市町村が協力・連携を図るべき地域の関係者として、学校、病院、福祉施設、商

業施設等の利用者の送迎サービスを行う者を追加し、上記の事業実施への協力

に係る努力義務を規定。   【施設利用者用運送サービス提供者】

〇 船舶検査に伴う運航の休止・減便により日常生活等へ影響が生じることを回避

するため、他の事業者から、代替運航や船舶の貸渡しの協力を得て運航の確保を

図る事業を創設。           【海上運送利便確保事業】

２．連携促進団体の活動推進

【施行期日】
公布の日から起算して６月を超えない範囲内において政令で定める日

●地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律案

全てについて

解消に目途

※ 「交通空白」に陥らないよう未然防止が必要な約1,800の
 要モニタリング地区・地点についても、先手先手で対応

「交通空白」
約2,500
地区・地点

集中対策期間 期間後

持続可能な
体制構築
発生の抑止

○ 交通事業者以外の様々な企業・団体も、地域交通の課題解決に全国各地で取り
組んでおり、多様な知見を蓄積しながら、市町村や交通事業者、地域交通を利用
する住民等の間の調整役として重要な役割を果たしつつある。

○ このため、地域の関係者相互間の連絡調整及び連携の促進を行う企業・団体に
ついて、法定協議会への参加促進、地域公共交通計画の提案権を措置し、 より一
層の活動を推進、人材・ノウハウの活用を図る。  【連携促進団体】

関係者の連携と協働を
実践・促進

４．その他

３．モビリティデータの利活用

〇 自動車地域旅客運送サービス再構築事業に係る（独）鉄道・運輸機構による出融資を措置。<予算>

○ 鉄道事業再構築事業に関し、民間の鉄道事業者が実施する鉄道施設の改良等に対して地方公共団体が支

援する場合でも地方債を起債することができる特例を追加するなど、所要の改正を実施。

○ 鉄道事業再構築事業や創設する自動車地域旅客運送サービス再構築事業、地域公共交通利便増進事業等

の地方公共団体が主導して事業実施計画を作成することが必要な事業については、地方公共団体が行う事

業実施計画作成時の情報提供等の協力要請に対し、正当な理由がある場合を除き、交通事業者等は要請に

応じなければならないこととし、事業実施を促進。
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